
奈良県 高齢者福祉計画・第９期介護保険事業支援計画・認知症施策推進計画について

位置付け

基本理念

市町村が作成する介護保険事業計画による保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする都道府県介護保険事業支援計画
を策定する

高齢者が健康で生きがいをもって活躍し続けられるとともに、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる奈良県
を目指す

計画の要点

施策体系

Ⅰ地域包括ケアシステムの深化・推進
今後急速な高齢化や認知症高齢者の増加が見込まれる中で、在宅サービスの充実、医療と介護の連携及び認知症施策の推進

等に取り組み、たとえ介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる「地域包括ケ
アシステム」の深化・推進を図る。

Ⅱ介護保険制度の持続可能性の確保
高齢化の進展に伴い、介護ニーズの増大・多様化、給付と負担の増加が進む中で、介護保険制度が将来にわたり持続的・安

定的に運営されるよう、介護人材の確保と資質の向上、介護認定・介護給付の適正化の取組を推進する。

計画期間

根拠法令

○ 老人福祉法第20条の９第１項に規定する「老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画」
○ 介護保険法第118条第１項に規定する「都道府県介護保険事業支援計画」
○ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第12条に基づき規定する「都道府県認知症施策推進計画」（R5.6月公布）

令和６年度～令和８年度（３年間）

施 策 の 柱

地域包括ケアシステムの深化・推進

Ⅰ 多様な介護サービス等の充実

Ⅱ 在宅医療サービスの充実

Ⅲ 生活支援サービスの充実

Ⅳ 認知症施策の推進【認知症施策推進計画】

Ⅴ 介護予防の充実

介護保険制度の持続可能性の確保
Ⅵ 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進

Ⅶ 介護保険制度の適正な運営【介護給付適正化計画】


